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平成 27 年１月 30 日 

各      位 

東京都品川区東品川四丁目 12 番８号 
株 式 会 社 Ｓ Ｊ Ｉ 
代表取締役会長兼社長  石濱 人樹 

（ＪＡＳＤＡＱ：２３１５） 
問合せ先： 
経営企画本部 副本部長    藤井   肇 

℡ 0 3 - 5 7 6 9 - 8 2 0 0（代表） 
 
 
 

第三者委員会の調査結果および当社独自の調査結果をふまえた 

過年度業績への予想される影響額に関するお知らせ 

 
 
 
当社は、平成26年10月10日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」において公表いたしましたとお

り、過年度取引の一部について不適切な取引およびそれに伴い誤った会計処理が行われた可能性がある
との疑義が生じたことを受け、当社と利害関係を有しない外部専門家から構成される第三者委員会を設
置し、事実関係の確認、原因究明等を進め、本日、調査報告書を受領いたしました。詳細は本日付「第
三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」をご参照ください。 
調査報告書に記載のとおり、当社は、第三者委員会に委嘱した事項以外に、訂正処理を要する不適切

な会計処理がないか第三者委員会とは別に独自の調査を進めてまいりました。その過程で不適切な取引
が判明し、それに伴い平成23年３月期以降の会計処理につき、訂正処理を要する不適切な会計処理を発
見いたしました。第三者委員会の調査結果および当社独自の調査結果をふまえた過年度業績への予想さ
れる影響額につきまして以下のとおり、お知らせいたします。 
平成26年12月12日の開示において「当社の連結貸借対照表における利益剰余金への影響額は2億円程

度の減少」としておりましたが、第三者委員会および当社による調査によって当社の連結貸借対照表に
おける利益剰余金への影響額は、３億84百万円の減少であることが判明しました。この影響額の差異は
当社による調査により判明した不適切な会計処理の訂正によるものです。 
また、本日付で「第三者委員会の調査報告に係る再発防止策について」を開示しておりますので併せ

てご参照ください。 
株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしまし

たことにつき深くお詫び申し上げます。 
 
 

記 
 
 

１．過年度決算の訂正について 
 当社は、第三者委員会の調査結果を受け、過年度決算の訂正を行う予定であり、第三者委員会に調査
を依頼した事項以外について、当社は独自に過年度の不適切な会計処理がないかを調査し以下の４項目
につき、不適切な会計処理があり、訂正処理を要することが判明しましたので訂正することといたしま
した。 
   ① 外部日本法人に対する貸付金の評価 

② 李堅取締役および関連日本法人に対する債権の評価 
③ 香港の投資会社からの借入金に係る遅延損害金 

  ④ SinoCom 株式の取得に関連して支出した仮払金の評価の見直し 
 
各項目の詳細につきましては、下記３.（２）をご参照ください。 
過年度分の訂正有価証券報告書等の提出時期につきましては、本日受領した第三者委員会の調査結果

をふまえ、会計監査人による監査を経て、平成 27 年２月６日までに提出する予定です。 
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なお、平成27年３月期第３四半期報告書および平成 27年３月期第３四半期決算短信につきましては、
平成 27 年２月 13 日までに提出する予定です。 
 
 
２．訂正予定の有価証券報告書および決算短信等 
（１）訂正予定の有価証券報告書等（訂正版） 

有価証券報告書（第22期から第25期までの４件） 
① 有価証券報告書 第22期 （自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 
② 有価証券報告書 第23期 （自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 
③ 有価証券報告書 第24期 （自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 
④ 有価証券報告書 第25期 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

四半期報告書（第22期第２四半期から第26期第２四半期までの13件） 
① 四半期報告書 第22期第２四半期 （自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 
② 四半期報告書 第22期第３四半期 （自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 
③ 四半期報告書 第23期第１四半期 （自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 
④ 四半期報告書 第23期第２四半期 （自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 
⑤ 四半期報告書 第23期第３四半期 （自 平成23年10月１日 至 平成23年12月31日） 
⑥ 四半期報告書 第24期第１四半期 （自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 
⑦ 四半期報告書 第24期第２四半期 （自 平成24年７月１日 至 平成24年９月30日） 
⑧ 四半期報告書 第24期第３四半期 （自 平成24年10月１日 至 平成24年12月31日） 
⑨ 四半期報告書 第25期第１四半期 （自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 
⑩ 四半期報告書 第25期第２四半期 （自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30日） 
⑪ 四半期報告書 第25期第３四半期 （自 平成25年10月１日 至 平成25年12月31日） 
⑫ 四半期報告書 第26期第１四半期 （自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日） 
⑬ 四半期報告書 第26期第２四半期 （自 平成26年７月１日 至 平成26年９月30日） 

（２）訂正予定の決算短信・四半期決算短信等（訂正版） 
決算短信（平成23年３月期から平成26年３月期までの４件） 
① 平成23年３月期 決算短信 （自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 
② 平成24年３月期 決算短信 （自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 
③ 平成25年３月期 決算短信 （自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 
④ 平成26年３月期 決算短信 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 
四半期決算短信（平成23年３月期第２四半期から平成27年３月期第２四半期までの13件） 
① 平成23年３月期 第２四半期決算短信 （自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 
② 平成23年３月期 第３四半期決算短信 （自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 
③ 平成24年３月期 第１四半期決算短信 （自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 
④ 平成24年３月期 第２四半期決算短信 （自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 
⑤ 平成24年３月期 第３四半期決算短信 （自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 
⑥ 平成25年３月期 第１四半期決算短信 （自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 
⑦ 平成25年３月期 第２四半期決算短信 （自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 
⑧ 平成25年３月期 第３四半期決算短信 （自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 
⑨ 平成26年３月期 第１四半期決算短信 （自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 
⑩ 平成26年３月期 第２四半期決算短信 （自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 
⑪ 平成26年３月期 第３四半期決算短信 （自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 
⑫ 平成27年３月期 第１四半期決算短信 （自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日） 
⑬ 平成27年３月期 第２四半期決算短信 （自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日） 

 
 
３．調査結果をふまえた過年度の訂正処理による予想される影響額 
（１）第三者委員会の調査結果 

① SJI グループの国内ハードウェア取引「Ａ取引」および海外ハードウェア取引「Ｂ取引」の実態
について 

当社の平成 23 年３月期から平成 25 年３月期までの間におけるハードウェア取引に関し、仕入
代金について前渡金を計上し、販売先とされた会社から代金を回収した際に、当該代金と前渡金
の差額を売上計上する会計処理をしていたＡ取引 10 件およびＢ取引 1件について、第三者委員
会の調査報告書（以下、「本件報告書」といいます。）の指摘にもあるとおり、李取締役が仕入代
金を自己の借入金の借り換え等の資金繰りに充当していたことが判明したため、これらの実態は
通常の商取引ではなく、李取締役個人への資金融通取引であったことを指摘されました。 
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したがって、通常の商取引において使用する勘定科目で表示すべきものではなく、李取締役に
対する債権として計上すべきものであると判断いたしました。 
なお、本件報告書の指摘にもあるとおり、李取締役への債権残高に関しては、当社との間に金

銭消費貸借契約書が存在せず、貸付金として認定できないことから仮払金として計上することと
いたしました。 
また、李取締役に対する債権に関しては同報告書の指摘を受け、同氏への債権の回収可能性を

慎重に検討した結果、全額貸倒引当金を計上することといたしました。 
 

  上記についての平成 23 年３月期から平成 26 年３月期の通期に影響する勘定科目は以下のとお
りです。四半期毎の影響額につきましては本件報告書をご参照ください。 
なお、当期純利益および総資産への影響は、「３.（３）連結財務諸表への予想される影響」お

よび「３.（４）単体財務諸表への予想される影響」を参照ください。 
 

（単位：千円） 

 連結会計年度 

平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 平成 25 年３月期 平成 26年３月期

連結貸借対照表に対する
影響額 

李取締役向けの債権残高 
（仮払金） 

661,280 2,018,476 326,898 △93,101

上記に対する貸倒引当金 △661,280 △2,018,476 △326,898 －

 

連結損益計算書に対する
影響額（△損失） 

売上高の修正額 △5,710 △41,838 △99,633 －

貸倒引当金の修正額（△）
繰入額 

△661,280 △1,357,195 1,691,578 420,000

上記合計 △666,991 △1,399,033 1,591,945 420,000

 
② 李取締役が会計処理手続を経ずに SJI 香港による債務保証を行った「Ｃ取引」について 

   第三者委員会の調査により、SJI 香港において同社の取引先が外部の第三者から 1 億円を借り入
れるに当たり、同社が当該借入金の連帯保証債務を負っていたにもかかわらず、当該事実を当社の
連結決算手続において把握できていなかったことを指摘されました。 
本件報告書の指摘を受け、当社においても当該事実を確認するために精査した結果、債務保証注

記の記載漏れがあったと判断し、当該注記を行うことといたしました。 
上記に係る注記の記載が漏れていた対象期間および各期間における注記が必要であった保証債

務の残高は、平成 25 年３月期 第１四半期が１億円、平成 25 年３月期 第２四半期から平成 26 年
３月期第１四半期までの各四半期においては 50 百万円であります。 
なお、保証対象の債務は平成26年３月期 第２四半期時点で完済されており、平成26年３月期 第

２四半期以降への影響はございません。 
 
③ 李取締役による SJI 内部の承認手続を経ない借入金「Ｄ取引」について 

第三者委員会の調査により、平成 26 年３月期第 1四半期において、李取締役が当社社内の承認
手続を経ずに、P銀行において当社名義の口座を開設した上で P銀行から当社名義にて 19 億円の融
資を受けていたこと、また平成 26 年３月期第１四半期において、社内の承認手続を経ずに事業会
社Ｑ社、Ｒ社の２社から当社名義にて合計 9億 25 百万円を借り入れ、前述の口座に入金が行われ
ていることを指摘されました。 
これらの借入金はすべて予定どおりに返済されております。P 銀行からの借入金については平成

26 年３月期第 1四半期中に利息を付して全額返済されており、また事業会社２社からの借入金に関
しては平成 26 年３月期のうちに全額返済されていることが確認されました。しかしながら、当社
名義の P銀行口座および当該口座を利用して行われた当社名義の借入金に関して、当社として当該
事実を把握していなかったため、これらに関して一切の会計処理がなされておりませんでした。 
 
 
 



 

4  

 
 
 

（単位：千円） 

借入先 貸借契約締結日 返済期日 借入金額 

Ｐ銀行 平成 25 年４月３日 平成 25 年４月 26 日 1,900,000

事業会社Ｑ社 

平成 25 年６月 11 日 

平成 25 年７月１日 

平成 25 年７月８日 

平成 25 年７月 11 日 

平成 25 年７月 17 日 

平成 25 年７月 19 日 

170,000

平成 25 年６月 13 日 

平成 25 年７月１日 

平成 25 年７月８日 

平成 25 年７月 11 日 

平成 25 年７月 17 日 

55,000

事業会社Ｒ社 平成 25 年４月 19 日 平成 25 年５月 29 日 350,000

平成 25 年６月 10 日 平成 26 年１月 31 日 350,000

 

（単位：千円） 

 連結会計年度 

 
債権残高 

平成 26 年３月期 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

575,000 350,000 350,000 － 

 
本件報告書の指摘を受け、当社としても P銀行に関する口座明細を入手して当該口座に関する会計
処理を行い、当社名義の借入金に関して短期借入金の計上を行うべきと判断いたしました。 
また、借入れにより入金された金額の一部が、李取締役の自身の借入金返済に使われていたこと

から、各期末においてその金額について、李取締役への債権として計上すべきと判断し、前記①と
同様に李取締役に対する仮払金を計上するとともに、同氏に対する債権の回収可能性について慎重
に検討した結果、貸付時点で残高の全額を貸倒引当金として計上すべきと判断いたしました。 
詳細につきましては、第三者委員会の調査報告書（要約版）をご参照ください。 
なお、当期純利益および総資産への影響は、「３.（３）連結財務諸表への予想される影響」およ

び「３.（４）単体財務諸表への予想される影響」を参照ください。 
 
 
（２）当社による調査結果 

当社による調査結果により判明した不適切な会計処理は、以下の通りです。 
① 外部日本法人に対する貸付金の評価 

平成26年12月12日付「特別損失および為替差益の計上に関するお知らせ」にて公表しましたと
おり「当社子会社であるSJI香港は、平成25年２月28日に当社の仕入先である株式会社キング・
テック(以下、「キング・テック」)に対して、運転資金支援を目的として、総額800百万円、返
済期日を平成25年９月30日とする金銭消費貸借契約を締結しました。 
 その後、２度にわたる貸付期間の延長覚書により、現在の返済期日は、平成26年９月30日とな
っております。 
 しかし、返済期日に返済が履行されなかったことから当社および SJI 香港は、本件貸付金の返
済の見込みについて、キング・テックに対し照会するとともに、本件貸付金の保全のために、担
保の提供を依頼しました。しかしながら、キング・テックからは担保となり得る資産の提供は受
けられませんでした。そのため、当該貸付金の回収可能性について、特に慎重に検討を行うと共
に当社の会計監査人と協議を行った結果、平成 27 年３月期第２四半期連結会計期間において相
応の回収リスクを織込む必要が有ると判断し、未収貸付利息を含む債権額の全額約 892 百万円を
SJI 香港において貸倒引当金として特別損失に計上していました。」 
 今回の当社による調査の結果、第１回目に返済期限を延長した平成 26 年３月期の第２四半期
に債権残高の 50%の貸倒引当金４億 80 百万円を計上し、さらに第２回目の返済期限の延長をし
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た平成 26 年 3 月期の第 3四半期に、未収利息を含めた全額に対して貸倒引当金８億 80 百万円の
計上を行うことが適切であると判断いたしました。 
 

 上記についての影響する勘定科目は以下の通りです。詳細につきましては、第三者委員会の調査
報告書（要約版）をご参照ください。 
なお、当期純利益および総資産への影響は、「３.（３）連結財務諸表への予想される影響」お

よび「３.（４）単体財務諸表への予想される影響」を参照ください。 

   (単位：千円) 

  
平成 26 年３月期 

第２四半期 第３四半期 第４四半期 

連結貸借対照表に対
する影響額 

 

貸倒引当金 △ 480,109 △ 880,109 △ 880,109 

 

連結損益計算書に対
する影響額（△損失） 

 

受取利息   △ 33,390 △ 66,438 

貸倒引当金繰入/戻入 △ 485,512 △ 865,304 △ 872,705 

  
平成 27 年３月期  

第１四半期 第２四半期 

連結貸借対照表に対
する影響額 

 

貸倒引当金 △ 880,109 67,813  

 

連結損益計算書に対
する影響額（△損失） 

 

受取利息 △ 34,002

貸倒引当金繰入/戻入   892,407

注） 貸倒引当金繰入/戻入は、貸倒引当金戻入額から貸倒引当金繰入額を差し引いた金額です。 
 
② 李取締役および関連日本法人に対する債権の評価 

当社の李取締役が代表を務め、100%の議決権を所有する資産管理会社の有限会社天悦日本に対
し、当社との協業を予定する未上場ＩＴ系会社数社への投資を目的として、平成 19 年９月 28
日付で、貸付金 500 百万円、弁済期限を平成 20 年３月 31 日とした金銭消費貸借契約を締結し、
貸付を行いました。その後、同法人に返済が困難なことから李取締役の役員報酬から毎月返済額
を天引きしており、天引き額から利息分を除いた金額を貸付金残高から控除しておりました。 
第三者委員会の調査結果を受け、李取締役の過去の財政状態を精査した結果、同氏および同氏

が 100%の議決権を所有している同法人向けの債権の評価の見直しを行うこととし、その結果、
李取締役および実質的に同氏と一体と思われる同法人に対する債権については、各期末において
全額貸倒引当金の計上をいたしました。 
なお、李取締役の役員報酬からの返済額の天引きは現在も継続しており、各期における返済額

を貸倒引当金に戻入れております。 
 上記についての影響する勘定科目は以下の通りです。詳細につきましては、第三者委員会の調査
報告書（要約版）をご参照ください。 
なお、当期純利益および総資産への影響は、「３.（３）連結財務諸表への予想される影響」お

よび「３.（４）単体財務諸表への予想される影響」を参照ください。 
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 （単位：千円） 

  
平成 23 年３月期  

第２四半期 第３四半期 第４四半期 

連結貸借対照表に対
する影響額 

  

貸倒引当金 △ 297,980 △ 294,862 △ 291,713  

  

連結損益計算書に対
する影響額（△損失） 

  

貸倒引当金繰入/戻入 △ 297,980 △ 294,862 △ 291,713 

  
平成 24 年３月期 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

連結貸借対照表に対
する影響額 

貸倒引当金 △ 280,545 △ 307,317 △ 284,082 △ 270,803

連結損益計算書に対
する影響額（△損失） 

貸倒引当金繰入/戻入 11,168 △ 15,604 7,630 20,910

  
平成 25 年３月期 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

連結貸借対照表に対
する影響額 

貸倒引当金 △ 259,495 △ 256,146 △ 257,771 △ 254,337

連結損益計算書に対
する影響額（△損失） 

貸倒引当金繰入/戻入 11,307 14,656 13,031 16,465

  
平成 26 年３月期 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

連結貸借対照表に対
する影響額 

貸倒引当金 △ 254,343 △ 252,011 △ 248,495 △ 244,921

連結損益計算書に対
する影響額（△損失） 

貸倒引当金繰入/戻入 △ 5 2,325 5,842 9,416

  
平成 27 年３月期   

第１四半期 第２四半期 

連結貸借対照表に対
する影響額 

  

貸倒引当金 △ 241,340 △ 240,421   

  

連結損益計算書に対
する影響額（△損失） 

  

貸倒引当金繰入/戻入 3,580 4,499

注） 貸倒引当金繰入/戻入は、貸倒引当金戻入額から貸倒引当金繰入額を差し引いた金額です。 
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③ 香港の投資会社からの借入金に係る遅延損害金 
当社の連結子会社である SJI 香港は、香港の投資会社と、運転資金を目的に平成 25 年２月 28

日に返済期日を平成 25 年８月 31 日とする総額 18 億円の金銭消費貸借契約を締結し、借入を行
いました。当該借入金については返済期日に返済を行っていない状況の中、同社との返済期限延
長交渉を継続的に行っております。 
当社の調査により、上記契約書の文言を精査した結果、遅延損害金が発生していることが判明

いたしました。 
遅延損害金の料率 21.9%と約定金利 15%の差である 6.9%については、平成 26 年３月期の第３

四半期から平成 27 年３月期の第２四半期までの各期において未払利息として計上してなかった
為、未払利息として追加計上しました。 
 

 上記についての影響する勘定科目は以下の通りです。詳細につきましては、第三者委員会の調査
報告書（要約版）をご参照ください。 
なお、当期純利益および総資産への影響は、「３.（３）連結財務諸表への予想される影響」お

よび「３.（４）単体財務諸表への予想される影響」を参照ください。 
 

 （単位：千円）

  
平成 26 年３月期 

第３四半期 第４四半期 

連結貸借対照表に対
する影響額 

未払利息 20,756 51,381

連結損益計算書に対
する影響額（△損失） 

支払利息 △19,573 △49,564

 

  
平成 27 年３月期 

第１四半期 第２四半期 

連結貸借対照表に対
する影響額 

未払利息 82,346 113,406

連結損益計算書に対
する影響額（△損失） 

支払利息 △31,209 △62,538

 
④ SinoCom 株式の取得に関連して支出した仮払金の評価の見直し 

当社は、平成 24 年７月に SinoCom 株式の取得に関連して仲介者に 950 万香港ドルを活動費用
として預け、仮払金として会計処理を行いました。当該仮払金に対しては、仲介者においては当
社の仮払金との認識がなく、返済義務の認識がないことが平成 25 年３月期第４四半期において
判明したことから、同期間において回収可能性がないものと判断し、既に全額貸倒引当金を計上
しておりましたが、当該支出に関し、回収可能性を再精査した結果、平成 24 年７月の支払時に
おいて全額貸倒引当金を計上することが適切と判断いたしました。 
平成 25 年３月期第２四半期で仮払計上し、同第４四半期に販売管理費にて貸倒引当金繰入額

として計上しておりましたが、平成 25 年３月期第２四半期で仮払金計上と合わせて特別損失と
して計上いたしました。 
 

 上記についての影響する勘定科目は以下の通りです。詳細につきましては、第三者委員会の調
査報告書（要約版）をご参照ください。 
なお、当期純利益および総資産への影響は、「３.（３）連結財務諸表への予想される影響」お

よび「３.（４）単体財務諸表への予想される影響」を参照ください。 
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（単位：千円） 

  
平成 25 年３月期 

第２四半期 第３四半期 第４四半期 

連結貸借対照表に対
する影響額 

 

貸倒引当金 △ 95,098 △ 106,103  

 

連結損益計算書に対
する影響額（△損失） 

 

貸倒引当金繰入額     101,839 

貸倒引当金繰入/戻入 △ 97,316 △ 98,027 △ 101,839 

注） 貸倒引当金繰入/戻入は、貸倒引当金戻入額から貸倒引当金繰入額を差し引いた金額です。 
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（３）連結財務諸表への予想される影響  
 
以上のＡ～Ｄ取引に対する第三者委員会の調査結果およびその他の取引に対する当社の調査結

果をふまえ、過年度の訂正により連結財務諸表および個別財務諸表への予想される影響は、以下の
とおりです。 

 
（単位：千円） 
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（４）単体財務諸表への予想される影響  
 

（単位：千円） 

 

 
以 上 

A B C D 小計 ① ② ③ ④ 小計

売上高 10,946,859 10,941,149 ▲ 5,710 ▲ 5,710 ▲ 5,710
営業利益 325,732 320,021 ▲ 5,710 ▲ 5,710 ▲ 5,710
経常利益 361,759 356,048 ▲ 5,710 ▲ 5,710 ▲ 5,710
当期純利益 ▲ 142,416 ▲ 1,101,120 ▲ 958,704 ▲ 666,991 ▲ 666,991 ▲ 291,713 ▲ 291,713
純資産 10,076,544 9,117,840 ▲ 958,704 ▲ 666,991 ▲ 666,991 ▲ 291,713 ▲ 291,713
総資産 18,789,393 17,830,403 ▲ 958,989 ▲ 667,276 ▲ 667,276 ▲ 291,713 ▲ 291,713

売上高 10,826,525 10,786,334 ▲ 40,191 ▲ 40,191 ▲ 40,191
営業利益 489,263 449,072 ▲ 40,191 ▲ 40,191 ▲ 40,191
経常利益 461,333 421,141 ▲ 40,191 ▲ 40,191 ▲ 40,191
当期純利益 349,216 170,305 ▲ 178,910 ▲ 199,820 ▲ 199,820 20,910 20,910
純資産 11,693,418 10,555,804 ▲ 1,137,614 ▲ 866,811 ▲ 866,811 ▲ 270,803 ▲ 270,803
総資産 20,424,288 19,298,649 ▲ 1,125,639 ▲ 854,836 ▲ 854,836 ▲ 270,803 ▲ 270,803

売上高 10,486,732 10,443,618 ▲ 43,113 ▲ 43,113 ▲ 43,113
営業利益 287,568 297,135 9,567 9,567 9,567
経常利益 260,193 253,243 ▲ 6,949 9,567 ▲ 16,517 ▲ 6,949
当期純利益 82,702 493,127 410,425 830,477 ▲ 436,517 393,959 16,465 16,465
純資産 11,621,256 10,894,067 ▲ 727,189 ▲ 36,334 ▲ 436,517 ▲ 472,851 ▲ 254,337 ▲ 254,337
総資産 27,242,984 26,515,794 ▲ 727,189 ▲ 36,334 ▲ 436,517 ▲ 472,851 ▲ 254,337 ▲ 254,337

売上高 9,766,637 9,766,637
営業利益 52,686 52,686
経常利益 167,935 156,336 ▲ 11,598 ▲ 11,598 ▲ 11,598
当期純利益 ▲ 2,322,694 ▲ 1,918,872 403,821 394,405 394,405 9,416 9,416
純資産 9,136,249 8,812,881 ▲ 323,367 ▲ 36,334 ▲ 42,111 ▲ 78,446 ▲ 244,921 ▲ 244,921
総資産 24,353,080 24,066,047 ▲ 323,367 ▲ 36,334 ▲ 42,111 ▲ 78,446 ▲ 244,921 ▲ 244,921 36,334

H23年３月期

H24年３月期

H25年３月期

H26年３月期

期別 項目 訂正前 訂正後 影響額

影響額の内訳
第三者委員会調査項目 当社調査項目

課目振替


